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物流2024年問題の物流2024年問題の
概要と対策概要と対策

　今や私たちの生活において当たり前となっている翌日配達や再配達無料といった運送サービスの提供

が難しくなる、と聞くとどのように感じますでしょうか。2019年4月1日に施行された働き方改革を推進

するための関係法律の整備に関する法律（以下、働き方改革関連法）では、時間外労働の上限が原則

として年360時間まで、労使の合意がある場合には年720時間までと定められ、事実上青天井だった

労働時間に初めて制限が設けられました。働き方改革関連法は2018年に公布され、まずは大企業に

2019年4月から、次に中小企業に2020年4月から適用されましたが、現場の混乱が予想された医師、

建設業、運送業等への適用には猶予が設けられ、2024年4月から適用されることになりました。働き方

改革の狙いは、労働者の健康を確保するとともに育児や介護などの事情を抱えた人々が働きやすくする

ことにありますが、運送事業者の現場ではドライバー不足や輸送能力低下など様々な問題が生じており、

「物流2024年問題」と呼ばれています。本稿では、運送業界の中でも、特に長時間労働が問題となりがち

な特別積合せ貨物運送業者＊1（以下、特積み事業者）に焦点を当て、運送業務の効率化について解説し、

最後に物流2024年問題の解決に役立つ弊社の新商品をご紹介いたします。

1. 働き方改革関連法案が運送業界へ与える影響

　働き方改革関連法の施行により運送業界に影響を与える主な変更点は、①時間外労働の上限規制、

②拘束時間・休息時間・連続運転時間の基準の改正、③割増賃金率の引き上げ、の3点ですが、ここでは

輸送能力にダイレクトに影響する①時間外労働の上限規制、および②拘束時間・休息時間・連続運転時間

の基準の改正について触れたいと思います。従前は運送業には時間外労働の上限について特に規制が

ありませんでしたが、今年4月以降は運送業には年960時間までという上限が設けられました。これは

他業種の年720時間（労使の合意がある場合）に比べれば上限が拡大されているものの、将来的には

他業種と同様に年720時間に変更される予定であり、時間外労働をさらに減らす取組が必要です。また、

1日あたりの拘束時間（労働時間+休憩時間）は原則13時間以内とされ、最大15時間以内（14時間を

＊1	特別積合せ貨物運送とは、不特定多数の荷主の貨物を全国規模のネットワークで運ぶトラック運送の形態で、異なる地域間の輸送
（幹線輸送）の発地と着地に積込み・積卸しする施設（ターミナル）を持ち、拠点間を定期的に輸送します。
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超える時間外労働は1週間に2回まで）となりました。物流量は年間を通じて一定ではなく、お中元・

お歳暮の時期は特に物量が増えるため、1日あたりの労働時間が制限されると輸送能力が不足する可能性

があります。国土交通省の試算によれば、特に何も対策を取らなかった場合、2024年度には約14

パーセント（4億トン相当）の輸送能力が不足し、2030年度には労働人口の減少も相まって約34％（9億

トン相当）の輸送能力が不足し、日本全体で物流の停滞が懸念されています＊2。

2. 労働時間削減に向けた取り組みの事例

　さて、上記の通り1日あたりの労働時間が制限される中で、特に長時間労働となりがちである特積み

事業者ではどのような対策が取られているでしょうか。ここでは、３つの手法について以下にご紹介いたし

ます。

（1） モーダフルシフトの推進
　長距離輸送において一部の輸送区間をフェリー輸送や鉄道輸送へ転換し、ドライバーが輸送する区間を

集配ターミナルと港・駅の区間のみに限定することで、ドライバーの輸送距離自体を短くする手段です。

比較的近距離の都市間の輸送ではあまり効果は見込めませんが、500kmを超えるような長距離の

都市間の輸送においては、コスト削減だけでなくCO2削減の効果が見込めます。

（2） ターミナルにおける荷役分離
　現状、特積み事業者における中継輸送は、貨物積み替え方式が主流となっており、中継地点では

ドライバーによって貨物の積卸し・積込み作業が行われておりますが、中継地点に荷役作業員を配置し、

この荷役作業員が積卸し・積込み作業を担う手段です。これにより、ドライバーは輸送業務に限定して従事

することになり、ドライバーの拘束時間を削減させることができます。貨物の積卸し・積込みなどの作業に

関する荷役担当者の専門性が向上する一方で、ドライバーにとっては荷台内の貨物の積載状況が把握

しにくくなるというデメリットがあります。

＊2	国土交通省HP、https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000687.html
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（3） 同業他社との共同運送
　特積み事業者同士で共同輸送を行い、各社が所有するターミナルを共同利用するなどして配達エリア

の重複回避や整備工場の相互利用を進めることで、効率良く配送する手段です。さらには、施設の相互

利用を行うのみならず異なる地域に強みを持つ特積み事業者同士で中継輸送を行うことにより、最も効果

が発揮されます。

　中継輸送とは、長距離輸送される貨物を複数のドライバーで分担して一人あたりの輸送距離を短く

効率的に輸送する手段です。具体的には以下のような方式があります＊3。

A）ドライバー交替方式

　全輸送区間において1台のトラックを使用し、中継地点でドライバーだけが交替する方式です。メリット

としては、中継地点における施設面の制約が少なく短時間で交代が可能であり、次にご紹介するトレーラー・

トラクター方式において必要となる牽引免許が無くとも対応可能です。その一方で、中継地点で他社の

ドライバーに交替し、他社のドライバーが引き継いだトラックを運転する場合、トラックの配車管理が難しく

なることや、慣れないトラックを運転することでドライバーにストレスが生じる可能性がある点がデメリット

として挙げられます。

B）トレーター・トラクター方式

　中継地点で貨物を積載したトレーラーのヘッドのみ交換する方式です。ヘッドの交換は数分で完了

しますし、中継地点で他社がトレーラーの輸送を引き継いだ場合も、他社は慣れているトレーラーヘッドの

運転席の使用ができるため、ドライバー交替方式に比べてドライバーのストレスが低減されます。一方で、

中継地点はトレーラーが複数台駐車するのに十分な敷地スペースが必要となり、ドライバーはトレーラー

の牽引免許が必要となる難点があります。

＊3	国土交通省HP、https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000103.html
	 国土交通省HP、https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001479258.pdf
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物流2024年問題の概要と対策物流2024年問題の概要と対策

C）貨物積み替え方式

　中継地点で貨物を別のトラックに詰め替える方式です。中継地点以降の輸送を引き継いだドライバーは、

運転席のみならず荷台部分も扱いに慣れているトラックを使用できるため、ドライバーにストレスがかかり

にくくなることや、中継地点においてドライバー自身で貨物を積み込むため、荷台にどのような貨物が積載

されているか把握できることにより輸送中の荷崩れ事故が生じにくくなると言われております。一方で、

貨物の積み替えには十分な仮置きスペースと荷役施設・設備が必要であり、ハード面の制限があります。

また、ドライバーには中継地点での荷役業務が必要となるデメリットが生じます。

3. おわりに

　弊社では、2024年5月より「緊急時に代替輸送手配を提供する運送保険」として新たな特約の販売を

開始いたしました。貨物輸送中のトラックが事故や故障により走行不能になった場合や、輸送中の貨物が

破損し急遽代替品の輸送が必要となった場合など、貨物の代替輸送を行うためのトラックおよびドライバー

を手配する現物支給型の補償となっております。今後も各運送事業者でのドライバー不足や輸送能力低下

が懸念される中で、弊社は運送事業者に対して本保険商品の提供を通して、物流 2024 年問題などの

社会課題の解決に貢献し、持続可能な物流の実現を目指してまいります。

（コマーシャル損害部　国際物流第四グループ　神長）
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1. はじめに

　昨今、自然災害の激甚化・頻発化やインフレーション（以下、インフレ）など、保険商品に大きな影響を

与える厳しい環境が続いております。とくに財産保険においては、適切な評価に基づく保険金額が設定

されていなければ、事故の際にお客様が十分な補償を受けることができないケースが生じてしまいます。

このような外部環境による影響もあり、お客様から必要十分な情報をご提供いただき、それらを正しく

理解して評価を行うことの重要性がますます高まっています。本Journal第63号「財産・工事保険に

おけるインフレーションの影響と対策」では、企業向けの財産保険や工事保険で起こりうるインフレの影響

について、和文約款と英文約款における違いに着目してご紹介させていただきました。本稿では、当社の

企業向け財産保険の代表的な商品である企業財産包括保険を例に、保険金額の考え方ならびに適切な

設定にあたって留意すべきポイントをご紹介させていただきます。

2. 保険金額の考え方

（１）保険金額と保険価額

　ここでは、本稿において幾度と登場する「保険金額」と「保険価額」についてご説明します。「保険金額」

とは、保険契約時における保険の対象に対して設定する契約金額のことをいい、評価をした保険の対象の

金銭的価値（保険の対象の価額）に応じて設定します。一方で、「保険価額」とは、同様に保険の対象の

価額を指しますが、「損害が生じた地および時における保険の対象の価額」と定められている点に注意が

必要です。ここでの保険の対象の価額は、保険契約時ではなく、損害発生時における保険の対象の価額

のことをいいます。 

財産保険における財産保険における
保険金額の設定方法保険金額の設定方法

6 No.67



　保険契約時の保険金額と損害発生時の保険価額には、乖離が生じることがあります。その要因として、

保険金額と保険契約時の保険の対象の価額に乖離が生じている場合や、こうした乖離がなかったとしても、

保険契約後に保険の対象の価額が変動した場合が考えられます。これらの場合のうち、保険金額が保険

価額を下回ると一部保険として比例てん補が適用され、十分な補償が受けることができないケースが

生じてしまいます。比例てん補とは、損害額×保険金額/保険価額という計算で算出をいたしますので、

保険価額に対する保険金額の占める割合分しか保険金を受け取ることができないことになります。

　特に、保険契約時点で既に保険金額と保険の対象の価額に乖離が生じている場合は、一部保険による

保険金の削減額が大きくなることがあるため、保険の対象の価額を適切に評価することが重要になります。

（２）評価基準

　保険の対象の評価基準には「再取得価額」と「時価額」の2種類が存在します。 

　「再取得価額」とは、保険の対象と構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得

するのに必要な金額を基準とした評価額をいいます。再取得価額を基準としている場合は、同等の物を

再取得したり、修理したりするために十分な保険金のお支払いを受けることができます。 

　一方で「時価額」とは、再取得価額から使用による消耗分（減価分）を差し引いて算出した額を基準

とした評価額をいいます。時価額を基準としている場合は、使用による消耗分（減価分）を差し引きます

ので、お支払いする保険金だけでは、同等の物を再取得したり、修理したりするために実際に必要な額が

不足する可能性があります。再取得価額よりもお支払いできる保険金が少なくなる分、保険料も低く

なるのが特徴です。なお、どちらの評価基準でご契約をされるかは、お客様のニーズに合わせて選択が

可能です。

3. 保険金額の設定にあたり留意いただきたいポイント

　以上のように、保険金額の設定には、保険の対象の価額を正しく評価するプロセスを必要とします。

評価基準は、契約方式によって時価額基準と再取得価額基準との違いはありますが、２．で記載したように、

時価額も評価の出発点は再取得価額ですから、いずれにせよこの金額がいくらかを検討する必要があり

ます。

　多くの企業で所有物件の金額についての情報が最も集約されているリソースは、自社の固定資産台帳

でしょう。保険契約の有無にかかわらず、固定資産税の税務申告等のために整備されているものと

思いますし、そこには「取得価格」のデータがあります。しかし、それを用いて再取得価額を評価するに

あたっては、いくつか留意すべきポイントがあります。

　まず、認定保険金に消費税相当額が含まれるという前提で、保険金額にも消費税相当額を反映する

必要がありますので、「取得価格」に消費税が反映されているかの確認が必要です。現行の固定資産税制

では、法人ごとに税抜経理方式と税込経理方式のいずれも選択が可能ですが、前者を採用している企業が

一般的です。その場合は「取得価格」に消費税相当額が反映されていませんので、保険金額の設定に

あたっては消費税相当額の加算をしていただきますようお願いいたします。
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財産保険における保険金額の設定方法財産保険における保険金額の設定方法

　次に、「取得価格」が、そもそも取得時における再取得価額を反映していない可能性があります。例えば、

物件を取得した経緯が中古取得やリースアップ等の場合、その時点での時価や簿価相当の金額が計上

されていることがあります。こうした物件については、取得当時の経緯や付保物件の内容に応じて、事故

で全損になり再取得・再調達すると想定したときにいくら必要となるかを個別に考慮して設定してください。

　また、台帳に記載されている「取得価格」が取得時における再取得価額を反映していたとしても、保険

価額はあくまで「損害が生じた地および時における」価額ですから、先述したインフレをはじめ取得時から

事故発生時までの期間における物価変動も加味して、保険金額を設定することが求められます。そこで

物価変動率の考慮が必要ですが、例えば一律に消費者物価指数を適用すればよいといったものでもなく、

保険の対象の性質によっても価格変動率は異なります＊1。代理店のみなさま向けには、「建築費および

機械設備価額の動向」として参考数値をリリースしておりますので、ご参照いただければと思います。なお、

場合によってはこうした指数と実態の乖離が生じることも考えられます。例えば、オーダーメイドで修理や

再仕入を海外で行わなければならない特殊な機器を考えると、日本とは事情が異なる現地の物価変動や

為替相場の変動といったことも考慮しなければなりません。こうした特殊な物件については、やはり事故で

全損になり再取得・再調達すると想定したときにいくら必要となるかを個別に考慮して、適切な保険金額を

設定していただくようお願いいたします＊2。

　さらに、保険の対象として含めたい物件が台帳上に記載されていないこともあります。現行の固定

資産税制では、取得価格が少額で一時的に損金として算入するものなど、税務上申告が不要な資産が

存在しますが、これらは、台帳には記載がありません（「簿外資産」と呼びます）。しかしながら、設備

什器類を包括的にカバーする場合は、簿外資産も保険の対象となるため、これらの価額も個別に評価して

保険金額に加算する必要があります。十分ご注意ください。

4. まとめ

　以上のように、昨今のインフレなどの情勢や、一部保険を規定した保険商品の性質などから、保険金額

の適切な設定はますますその重要性が高まっております。一方で、様々なポイントを考慮する必要が

ございますので、ご契約の開始あるいは更新時に、適切な保険金額の設定プロセスをご検討ください＊3。

先述の通り固定資産台帳などの参照だけでは評価が不十分な可能性もありますので、お客様ごとに事情

を確認のうえ、必要に応じて評価鑑定の実施などもご検討ください。

（コマーシャル損害部　国際火災技術グループ　吉村・萩原・多田）

＊1	例えば、建物であればRC構造や鉄骨造といった構造による差や、機械設備であれば工作機械や精密機械といった機械種別による差
などがあげられます。

＊2	こうした事情も踏まえ「建築費および機械設備価額の動向」にも使用上の注意が記載されています。
＊3	代理店の皆様向けにご用意している各種ツールについては、担当の営業店などにお問い合わせください。
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＊1	 In	Response	to	Media	Queries	–	Clarification	on	Liability	Claims	for	Pollution	Damage	|	Maritime	and	Port	Authority	of	
Singapore	（mpa.gov.sg）

＊2	正式名称は、International	Convention	on	Civil	Liability	for	Oil	Pollution	Damage,	1992
＊3	Merchant	Shipping	Act	1998
＊4	 IOPC	FUNDS	|	<em>Marine	Honour</em>	–	Information	for	claimants
＊5	正式名称は、International	Convention	on	the	Establishment	of	an	International	Funds	for	Compensation	for	Oil	Pollution	
Damage,	1992

MARINE HONOUR号MARINE HONOUR号
油濁事故と油濁事故と

関連する国際油濁補償制度関連する国際油濁補償制度

1. はじめに

　2024年6月14日、オランダ船籍の浚渫船“VOX MAXIMA”号（以下、VM号）が、シンガポールの 

Pasir Panjangターミナルで停泊中のシンガポール船籍の補油船 “MARINE HONOUR”号（以下、

MH号）に衝突し、MH号の貨物油タンクから油が流出する事故（以下、MH号油濁事故）が発生しました。

シンガポールでは事故直後から多くのメディアで報道されていましたが、シンガポール海事港湾庁

（Maritime and Port Authority of Singapore、以下、MPA）は油濁損害の賠償に関して2024年

6月20日付で「In Response to Media Queries – Clarification on Liability Claims for Pollution 

Damage」＊1というタイトルのプレスリリースを出しています。このプレスリリースにおいてMPAは、

シンガポール領域内における油濁損害は、1992年民事責任条約（以下、民事責任条約）＊2を国内法化

した1998年シンガポール商船法＊3の下、MH号の船主が、厳格責任を負うべきものと説明しています。

　一方で、タンカーから流出した油濁損害に関する補償を行う、政府間組織である国際油濁補償基金

（International Oil Pollution Compensation Funds、以下、IOPC基金）はこの事故に関して、ホーム

ページで被害者向けの情報 （MARINE HONOUR – Information for claimants）＊4を出しています。

この中で、IOPC基金は、油濁による被害者からMH号の船主に対する賠償請求額は民事責任条約に

基づく船主の責任限度額を超過するであろうとし、シンガポールが1992年基金条約（以下、基金条約）＊5

の締約国であるため、今回の事故に関してはIOPC基金より基金条約に基づく補償がなされるであろう

旨が示され、今後の請求方法も掲載しています。
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＊6	民事責任条約、基金条約に関する詳細な説明につきましては東京海上日動マリンニュースNo.208をご参照ください。
	 https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/marine_site/news/pdf/marine_news_210323.pdf
＊7	原油、重油、重ディーゼル油、潤滑油等の持続性炭化水素の鉱物油を指す。ガソリン、軽油、灯油等は非持続性油であり、当該条約
の適用対象外である。

＊8	正式名称は、Protocol	of	2003	to	the	International	Convention	on	the	Establishment	of	an	International	Fund	for	Compensation	
for	Oil	Pollution	Damage,	1992

＊9	正式名称は、International	P＆I	Clubs
＊10	正式名称は、Small	Tanker	Oil	Pollution	Indemnification	Agreement
＊11	正式名称は、Tanker	Oil	Pollution	Indemnification	Agreement
＊12		Special	Drawing	Rights（特別引出権）の略。国際通貨の価値尺度としても利用されており、SDR換算率はバスケット方式（主要

通貨の加重平均値）により算出される。換算率は国際通貨基金のホームページに掲載され、日々更新されている。2024年10月1日
現在1SDR=194.537円。

　今後、本事故の油濁被害者は、民事責任条約に基づくMH号船主への賠償請求、並びに、基金条約

に基づくIOPC基金への補償請求がなされるものと想定されます。本稿では上記を踏まえて、民事責

任条約および基金条約の制度の内容、およびMH号油濁事故におけるIOPC基金への請求方法につい

て改めてご説明します。＊6

2. 民事責任条約

　本事故のMH号のように、ばら積みの持続性油＊7を貨物として輸送中のタンカー、もしくはその残渣を

貨物油タンクに積載中の船舶から持続性油（この持続性油は貨物であるか燃料であるかを問わない）が

流出・排出したことによって発生

した損害は、右図のとおり3つの

国際条約（民事責任条約、基金

条 約、および 同 条 約に関 する

2003年追加基金議定書＊8）、

お よ びIOPC基 金 と 国 際P&I

グ ル ー プ＊9と の 間 の2の 自 主

協定（小型タンカー油濁補償協定

（STOPIA 2006） ＊10お よ び

タ ン カ ー 油 濁 補 償 協 定

（TOPIA 2006） ）＊11により 最 大

750,000,000 SDR ＊12（約

1,459億円）まで賠償あるいは

補償される仕組みとなっています。
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＊13		実際には、船主が賠償すべき金額は、民事責任条約が規定する強制保険制度に沿って賠償責任を引き受けたP&I保険者が支払うこ
とになる。

MARINE HONOUR号油濁事故とMARINE HONOUR号油濁事故と
関連する国際油濁補償制度関連する国際油濁補償制度

　まず、民事責任条約は、油濁損害に関する賠償責任は油濁損害を発生させた船舶の登録船主が負う

べきもの（いわゆる責任集中）と規定し、登録船主が負う賠償責任の性質は、通常の過失責任ではなく、

一定の限定された免責事由に該当しない限り厳格責任であると規定しています。したがって、油濁損害

を被った汚染被害者は、登録船主の過失の立証を行うことなく登録船主に対して賠償請求を申し立てる

ことが可能です＊13。

　油濁損害を発生させた船舶の登録船主が油濁損害に対して厳格責任を負う一方で、民事責任条約で

は船舶の国際総トン数に応じた責任限度額が設定されています。MH号は国際総トン数が4,709トン

とのことですので、4,510,000 SDR（約8.8億円、SDR＝194.537円）が責任限度額であると推定

されます。

3. 基金条約

　この条約は民事責任条約による賠償金では十分に被害者への損害てん補が行えない場合に、民事責任

条約での責任限度額を超えた分をIOPC基金から補償することを規定した条約です。

　この補償は海上輸送による貨物油（当該条約では拠出油と呼ばれている）の受取人からの拠出金で

まかなわれており、締約国の港あるいは受入施設で暦年中に15万トン以上の持続性油を海上輸送で受け

取った者が拠出金の支払義務を負います。船舶の国際総トン数に関係なく、船主が賠償義務を負うべき

金額を含めて一事故203,000,000SDR（約394.9億円）が補償の上限となります。

4. MH号油濁事故における賠償および補償の請求方法

　民事責任条約におけるMH号船主の責任限度額、および基金条約に基づく補償額については上述の

とおりですが、最後にMH号油濁事故の被害者がMH号の登録船主への賠償請求ならびにIOPC基金への

補償要求を行う方法についてご説明します。

（1）損害立証書類の提出先について

　前述のとおり、積荷である持続性油による損害については、まず民事責任条約に基づき当該積荷を積載

していた船舶の登録船主に賠償責任が生じるため、当該条約の責任限度額までは登録船主が負担する

ことになります。そのため、総損害額が民事責任条約の責任限度額以下となる場合は、被害者は登録船主

に請求関連書類を提出することになります。

　一方、MH号油濁事故のように、総損害額が民事責任条約の責任限度額を超過することが見込まれる

場合には、一般的にIOPC基金と登録船主のP&I保険者が連携し、共同の現地請求事務所（Claims 

Submission Office）が設置されます。今回の事故でも、MH号のP&I保険者とIOPC基金によって現地
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＊14	https://iopcfunds.org/marine-honour-information-for-claimants/
＊15	https://iopcfunds.org/wp-content/uploads/2018/12/2019-Claims-Manual_e-1.pdf

請求事務所がシンガポールに設置され、被害者からの請求書類の受付を行っている状況です。今回の

現地請求事務所の連絡先や損害請求関連書類の提出に関する損害種類ごとの所定フォーム（claim 

form）については、IOPC基金のホームページにて公開されています＊14。

（2）賠償および補償の請求権者、請求可能な損害について

　賠償および補償の請求可能な損害についてはIOPC基金によって作成された請求マニュアル（2019

年版）＊15の1.4に記載があり、具体的には財物の損害、汚染の除去清掃費用、漁業・養殖業・観光業などの

経済的損失、環境損害等が挙げられます。ただし、油濁事故によって発生した実損かつ計量可能な損害

に限定されており、また請求の際には損害の立証書類を添えて提出する必要があります。

（3）請求権の消滅時効について

　基金条約第6条の規定に基づき、損害発生日から３年以内に被害者が基金に対して請求手続きを行わ

ない場合、基金への請求権は消滅します。また、事故日と損害発生日に乖離がある場合でも、事故日から

６年以内に訴訟を提起しない場合、請求権は消滅します。

（4）現地請求事務所への請求書類提出後の流れ

　現地請求事務所へ請求書類を提出した後は、請求書類の確認が行われることになります。請求書類の

確認に関しては、登録船主のP＆I保険者が起用した専門家のレポートを踏まえて進められていきます。

被害者が請求書類を提出してから１か月以内に被害者に受領通知がなされるとともに、損害査定の流れ

についての説明が行われることとなっております（IOPC基金の請求マニュアル（2019年版）の2.7）。

また、請求書類の受付から6か月以内に、請求内容における認容の見込や、追加資料や必要性、更なる

検討時間の必要性等が通知・説明されます。当然ながら事案によってはさらに時間を要することもあり

ます。

5. おわりに

　MH号油濁事故においては、シンガポールの海岸や砂浜が数週間閉鎖になるなど、身近なものも含めて、

多くの個人および企業が影響を受けているものと予想されます。こうしたメディアで大きく報道される

大規模な油濁事故においては、民事責任条約および基金条約のような国際油濁補償制度を用いた補償

がなされることとなりますので、本稿では、事案を踏まえながら、改めて国際油濁補償制度について

ご説明しました。
（TM Claims Service Asia Pte. Ltd.　長内）

MARINE HONOUR号油濁事故とMARINE HONOUR号油濁事故と
関連する国際油濁補償制度関連する国際油濁補償制度
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輸送環境計測サービス輸送環境計測サービス
についてについて

1. はじめに

　弊社では、事故が起きた際の対策として保険商品をご提供することと合わせて、事故が起きる前の

備えとして、ロスプリベンションサービス（以下、ロスプリ）を担う専門チームを擁し、お客様の事故防止

活動のご支援を積極的に行っております。

　様々な分野のお客様に対してロスプリサービスを提供しておりますが、その中でも特に「物流事故

コンサルティング」すなわち「物流ロスプリサービス」は得意とする分野です。「物流」と一言で言っても

その範囲は多岐にわたり、想定されるリスクも様々です。

　弊社では、汚損や破損、水濡れといった物流の様々な地点で起こる事故それぞれに対して、適した

ソリューションを活用し事前の安心をお届けしております。工場から出荷された製品を、品質を保って

ユーザーの手元に届けるには、物流品質の向上が欠かせません。弊社は物流ロスプリと保険カバーという

事前事後の二段階で皆様の物流品質をお守りします。

2. 輸送環境計測サービスの概要

　特に輸配送中のリスクについては、交通事故によるリスク以外にも、荷扱いや、輸送中の振動や

急ブレーキ等から発生する荷崩れによる製品破損リスクや温度変化による製品ダメージのリスクがあり

ます。輸配送中に繰り返し損害が発生しても事故原因が特定できないことも多く、物流業者様・荷主様

もお悩みが尽きないのではないでしょうか。

　そこで、まず事故原因について仮説を立て、試験的に衝撃記録計や温湿度ロガーを用いて輸配送中の

「衝撃」「振動」「温度」「湿度」などを計測して、仮説が正しいかを検証します。輸送環境を見える化し、

製品の破損・ダメージにつながる原因を究明して対策を講じることで、破損・ダメージを削減することが

できます。
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　衝撃記録計や温湿度ロガーによって得られたデータを、図を取り入れた報告書にまとめ、輸送経路の

どこがリスクの高い場所なのか、改善ポイントを明らかにします。

3. 計測機器のご紹介

　弊社が主に使用しているデータロガーは下記のとおりです。

① G-MEN DR100

　急発進・急制動・落下といった際に

生じる衝撃を計測する機器です。超小型

３軸加速度センサーを搭載しており、

前後・左右・上下の三方向で、1msec

（0.001秒）のサンプリング周期で静的

加速度を計測いたします。また温度・

湿度も計測可能です。

② World Keeper

　GPS機能付衝撃記録計です。端末を

世界のあらゆる場所へ輸送される荷物

に取り付けることで、位置情報・温度・

湿度・衝撃等をリアルタイムで追跡する

ことができます。

　航空機搭載モードでは、飛行機の

離発着時の信号を受信することで、

自動で通信回線をON・OFFできる点が

最大の特長です。

③ LIBERO CH/GH

　精緻に温度・湿度を計測する機器です。

計測範囲は温度が-30℃～+70℃、湿度

が0％～100％です。

　GPS機能付きのタイプも用意して

おります。
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4. ご提案例

　ある物流業のお客様から、タイから日本への輸送過程において、荷主様の製品に結露の損害が発生

するとのお困りごとをご相談頂きました。そこで上記3でご紹介いたしました温湿度ロガーLIBEROを

ご提案いたしました。

　コンテナ内にLIBEROを設置し、タイの工場で輸出貨物をコンテナに積み込む時点から、コンテナヤード

滞留期間を含め、日本の倉庫で輸入貨物をコンテナから取り出すまでの温度・湿度の推移を計測いたし

ました。

　お客様には輸送過程の主なスケジュールを記録していただき、その記録表と計測データを突き

合わせて確認した結果、タイの仕出港・日本の仕向港両港でのコンテナヤード保管時において結露が発生

している可能性が高いことが分かりました。弊社が過去から計測しているデータから考察すると、高湿度の

まま昼夜の温度変化が大きい場合に結露が発生している可能性が高く、弊社からはコンテナ内に乾燥剤を

入れ対策されること等をご提案いたしました。

5. 最後に

　事故の再発防止策でお悩みなどございましたら、ぜひ弊社サービスをご活用ください。また、弊社では

このような輸送環境計測サービスの他にも、様々な事故防止活動のご支援に取り組んでおります。何か

お困りごとや、サービスにご興味がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

（コマーシャル損害部　ロスプリ＆テクノロジー戦略チーム　石井）

輸送環境計測サービスについて輸送環境計測サービスについて
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❖本誌へのご意見、ご要望は、コマーシャル損害部（TokioClaimsJournal@tmnf.jp）までお願い申し上げます。
　なお、配布先住所や配布部数の変更につきましては弊社営業担当までご連絡ください。

ご存知ですか？フラットラックコンテナの最大積載荷重①
　主に重量物の輸送に使用されるフラットラックコンテナですが、今回は、このフラットラックコンテナの最大
積載重量についてお話してみたいと思います。
　ここに最大総重量45,000kg、最大積載重量40,000㎏、自重5,200kg と記載された40フィートフラット
ラックコンテナがあるとします。
　さて、このコンテナにどの様に貨物を積載すれば最大積載重量40,000kgまで積載することが可能だと思われ
ますか？

　答えは、右図です。　 
　コンテナの長さ12m（40FTの場合）に対し均等に荷重が
作用した場合を条件としています。
　つまり、以下の積載方法の様に荷重が中央に集中する状態
で40トンまで積載可能という意味ではありません。

　上記のような場合、梁の理論を用いた適切な積載
荷重の計算が必要となります。　
　例えば、12mのフラットラックコンテナ中央に貨物
長さ6ｍで荷重が等しく作用するような場合は、約27
トンが上限となります。
　積載方法によっては、積載可能な重量が変わります
のでご注意ください。　

　次号は、梁の理論から積載可能重量の算出方法に
ついて述べてみたいと思います。

（本記事は一般社団法人 日本海事検定協会殿にご寄稿いただいたものです。）　　　   　　　　　 　　　   （“Surveyor HH”）

vol.39
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